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所有者不明物件の対応について

成瀬ダム工事事務所 小形 昭

○工藤 貴之

１．はじめに

公共事業推進には事業用地の取得が必要となる。問題なくスムーズに契約まで

至る案件がある一方、個別の事情によりすぐには契約まで至らないケースもある。

これらの用地取得には多大な時間を要し、事業の早期供用への影響も大きいこと

から、関係者との話し合いと並行して土地収用法による事業認定、裁決申請準備

を進め、用地確保を行っている実態である。

また、昨今は登記簿などの公簿情報を参照しても所有者へ連絡のつかない「所

有者不明土地問題」がクローズアップされており、今後も増加していくことが予

想される所有者不明土地の適切な管理及び利用を行うことを目的とした「所有者

不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行される等、問題解決への

取り組みが進んでいる。

成瀬ダム事業用地内に所有者不明の物件（神社）が存在し、長期にわたり補償

協議を行うことが出来ない状態であったが、今般、神社の地元管理者や崇敬者等

が設立した神社の保存会を物件所有者（移転義務者）と認定し、契約に至った事

例について報告する。

２．事案の概要

所在：成瀬ダム貯水池内

土地：○名共有地

物件：神社建物、鳥居、立木等＝所有者不明（Ａ神社）

３．物件調査の取り組み

【所有者調査】

所有者調査は用地調査が開始された平成１３年度から開始し、以下のとおり進

めてきた。

①土地所有者

一般的に土地に符合した物件は土地所有者の物と考えられるため、共有者（相

続人）へ物件所有者を確認したが、「土地上にある物件の所有者ではなく、誰

の所有かも不明」と文書で確認するに至った。

②法務局及び自治体

法務局で建物登記簿及び法人登記簿を調査したが、閉鎖及び現行登記簿はなか

った。また、自治体の固定資産税評価及び徴収の事実確認を行ったが、課税台

帳等への登録はなかった。
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③県神社庁

Ａ神社名で神社登録はなかった。県神社庁は戦後の宗教法人法施行に基づく宗

教法人の登録神社を取り扱うため、戦前の神社は関知していない。

④県庁（宗教法人関係担当部署）

宗教法人は未登録であり、県は関知しない。建物移転等の手続きは不要。

⑤県公文書館

明治時代の末、Ａ神社が他の神社へ合祀されたことが公文書に記載されていた。

合祀先の神社や合祀を申請した代表者の相続人が現在もいることが後ほど分か

った。

【申請】神社合祀願

明治４３年７月 代表者（首長経由）から県知事あてＡ神社の合祀を申請

【回答】県指令

明治４３年７月 県知事より代表者あて 許可

【変更申請】神社合祀変更願い

明治４３年１２月 代表者（首長経由）より県知事あてＡ神社合祀先を変更

したい旨の申請

【再回答】県指令

明治４４年１月 県知事より代表者あて 許可

⑥合祀申請代表者の相続人への聞き取り調査

Ａ神社の所有者ではない。

関係書類一式は昭和２２年に社殿火災で焼失したため、何も分からない。祭祀

一切は、親戚の現宮司へお願いしており、不明。

⑦現宮司、元部落長への聞き取り調査

現宮司：自分は依頼されて祭祀を執り行っているだけでＡ神社の所有者ではな

い。また、Ａ神社の氏子名簿は存在しない。合祀先神社の財産台帳にもＡ神社

の記載はない。

近隣の元部落長：Ａ神社は部落所有ではない。所有者及び建築主は不明。

⑧郷土誌・地元管理者の縁起記録

郷土誌：明治末に神社合祀により、各小集落の神社を合祀。その後、各集落で

元の社地に小祠を建てた。

縁起記録：明治に合併した神社は昭和２０年に合祀解除。

⑨その他：地区住民、信者、管理者

２４回、延べ３３名への聞き取り調査では所有者を確認出来なかった。
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【所有者を特定させるための検討】

①墓地、埋葬等に関する法律

無縁墓地の改葬手続きを準用し（①一定期間官報に掲載②神社敷地内へ所有者

の捜索看板等を設置③一定期間経過後は所有者不存在とし、民法２３９条第２

項により、所有権を国へ帰属）、移転できないか？

→墓地、埋葬等に関する法律を神社に適用できない。

②不在者財産管理人制度

Ａ神社の所有者が行方不明者として不在者財産管理人を選任し、移転できない

か？

→当該神社は所有者不明であり、同制度は適用できない。併せて、所有者不明

を確定させる裁判、判例はなく、基本は所有権を主張する２人以上の間で訴訟

を行い、確定となる。

③裁判による所有者確定

Ａ神社の所有者であるとの申出者が裁判等を踏まえて所有者と確定し、移転で

きないか？

→所有者と名乗る者の所有権を認める裁判はない。申出者の他に所有者と名乗

る者がいて、訴訟を起されれば、裁判所ではどちらが真の所有者か判断する。

④建物登記の保存登記

地元管理者又は宮司がＡ神社の所有権保存登記を行い、所有権を確定させて、

移転できないか？

→（地元管理者等が所有権を確定することの是非は別にして）当該建物の基礎

が束石であり、土地への定着性がないことから、建物要件を具備していないと

判断され、所有権保存登記は出来ない。

４．移転義務者と判断した経緯

Ａ神社の崇敬者、地元管理者、宮司等が、Ａ神社を引き続き保存、移設したい

意向があり、管理する団体を発足させるとの情報を地元より入手した。

当所としては、団体の会員がこれまでの所有者調査の調書及び神社明細帳等と

突合せ、管理等に携わっていた方（相続人を含む）であれば移転義務者として認

定し、契約できるのではないかと考えた。

このことについて、弁護士及び当局上部機関へ相談し、以下の回答を得た。

◎弁護士 ・Ａ神社は誰か特定の所有ではなく、地域や信者等の物と推測される。

国で調査した以上の成果は難しいと思われ、宮司、信者、地元住民、

管理者から成る団体が設立されるのであれば、団体と契約する案が

現実的と思われる。
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・団体は規約、名簿を備えた「権利能力なき社団」が望ましい。「宣

言」、「アナウンス」も大事であり、団体が現地の目立つところに移

転する旨の看板を設置し、チラシ等を地元広報誌へ折り込めば、団

体の正当性を担保出来る。

・仮に真の所有者がいた場合、訴える側で所有者であることの証明

が必要となるため、これまでの調査以上のものがある可能性は少な

いと思われる。

◎上部機関 ・真の所有者がいる場合、訴訟リスクが伴う。

・基本的には実管理者から成る団体を物件所有者（移転義務者）と

判断し補償契約を締結することについては了解するが、法的な部分

を弁護士へ慎重に確認しながら進めること。

弁護士や上部機関の回答を踏まえ、Ａ神社の管理を考えている方々と会ったとこ

ろ、地元において信仰が深いＡ神社を後世まで残すべく、正式な団体（保存会）を

設立することを考えており、規約、会員名簿を備えた団体とすることを確認した。

保存会の会員名簿の提供を受けたところ、これまで国で実施してきた所有者調査

で確認した関係人（過去に神社を管理していた方の相続人、神社の維持修繕をして

いた方、長年Ａ神社の祭祀を請け負った宮司）がメンバーとして構成されており、

管理者の団体と確認できたため、契約を行うことに対する相対的な訴訟リスクは低

下したと考え、移転義務者として問題ないと判断した。

その後、正式に「保存する会」が設立され、Ａ神社の移転に関する補償内容に了

承が得られたため、無事に契約締結の運びとなった。

５．まとめ

今回の案件は、第一に諸先輩方の地道な努力とその調査結果、第二にＡ神社をこ

のままにしてはおけないとの神社の崇敬者や地元管理者の熱意、第三に弁護士及び

上部機関の適切な助言、指導があったことにより解決に至った事例である。ただし、

当該事例の他事例への適用については、真の所有者からの訴訟リスクが伴うことも

あり、弁護士等への相談は勿論のこと、より慎重な対応が必要と思われる。

所有者不明問題の解決に向け、令和元年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に

関する特別措置法」が全面施行されるなど、徐々に法整備等は成されてきてはいる

が、あくまでも「所有者不明土地」に着目された法律であるため、「所有者不明物

件」については対象外となっており、今回のケースに適用することは不可能であっ

た。

今後、「所有者不明物件」についても法律が適用できるよう、制度拡充や手続き

の簡略化などより一層きめ細やかな法整備が成されることを祈念する。


